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― ４年に １度　南沢地域一丸となって盛り上げる―
　南沢獅子舞の歴史は古く、江戸時代初期から旧南沢村に伝わる伝統芸
能で、五穀豊穣と悪疫退散を祈願して奉納されてきました（かつては雨
乞いのために行われていたという記録もある）。腹に太鼓をつけた三頭
の獅子が舞う「一

ひ と り だ ち

人立三匹獅子舞」の形式で、これに太
た ち

刀、世
せ い り ふ

流布、神
か ぐ ら

楽、
万
まんざい

歳の芸能も一緒に行われます。獅子舞と万歳があわせて行われるのは
全国でも珍しく、大きな特色です。
　途中、戦争などの社会的混乱により途絶えた時期もありましたが、約
５５年前に地域の方々の尽力により復活を遂げました。それまでは開催時
期に決まりがありませんでしたが、復活の際にオリンピックと同じ ４年

に １度とすることとなり現在まで受け継がれています。また、昭和４２年
には、貴重な伝統芸能として東久留米市無形民俗文化財に指定されまし
た。
　 ４年前は新型コロナウイルスの影響により開催が見送られたため、 ８
年ぶりの開催となった今回は、１０月１１日に夜宮「揃い獅子」が予定されて
いましたが悪天候のため中止となり、１２日に南沢氷川神社・多聞寺で奉
納獅子のみ行われました。
l▼当日の様子について＝秘書広報課☎042・470・7708
　▼無形民俗文化財について＝生涯学習課文化財係☎042・472・0051

太刀つかい

獅子舞
（獅子と山の神）

世流布 神楽（おかめ・ひょっとこ）

10月12日㈰　多聞寺「奉納獅子」

市公式動画チャンネルで
全編動画公開中

市公式動画チャンネル

万歳
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール
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い
ざ
、
８
年
ぶ
り
の
実
演

　
１０
月
１１
日
の
多
聞
寺
で
の
夜

宮「
揃
い
獅
子
」は
、
悪
天
候
に

よ
り
中
止
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
１２
日
は
天
候
に
恵
ま
れ
、

と
て
も
心
地
よ
い
風
が
吹
い
た
。

　
今
日
を
迎
え
る
た
め
の
準
備

も
滞
り
な
く
行
っ
て
き
た
。
８

月
１
日
に
は
、
獅
子
舞
の
頭
や

衣
装
、
道
具
な
ど
を
干
し（
土

用
干
）、
１０
月
５
日
か
ら
の
一

週
間
の
事
前
練
習
で
は
最
終
確

認
を
行
っ
た
。

　
さ
て
、
多
聞
寺
で
準
備
を
終

え
た
一
行
は
、
南
沢
氷
川
神
社

に
向
か
う
た
め
行
列
を
組
む
。

笛
、
太
鼓
、
法
螺
貝
の
音
と
と

も
に
、
南
沢
氷
川
神
社
へ
到
着

す
る
と
、
栗
原
宮
司
に
よ
る
祝

詞
奏
上
の
の
ち
境
内
へ
と
あ
が

っ
て
い
く
。

　
境
内
で
は
、
す
で
に
多
く
の

観
客
が
、
ま
だ
か
ま
だ
か
と
そ

の
時
を
待
ち
わ
び
て
い
る
。
会

場
の
準
備
が
整
う
と
、
二
人
の

南
沢
獅
子
舞
の
起
源

　
南
沢
獅
子
舞
の
詳
細
な
起
源

は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
獅
子

舞
の
演
舞
時
に
歌
わ
れ
る「
南

沢
獅
子
舞
い
歌
」の
一
節
か
ら

少
し
だ
け
紐
解
く
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
歌
は
、
南
沢
氷
川
神

社
と
多
聞
寺
で
内
容
が
異
な
っ

て
い
る
が
、
南
沢
氷
川
神
社
で

歌
わ
れ
る
歌
詞
の
中
に「
こ
の

獅
子
は
、
伊
勢
が
生
ま
れ
で
江

戸
育
ち
」と
い
う
一
節
が
あ
る
。

伊
勢
で
獅
子
舞
の
演
舞
を
見
た

人
が
そ
れ
を
江
戸
に
持
ち
帰
り
、

ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
現
在
ま
で

受
け
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

―
三
百
年
続
く
伝
統
芸
能
―

行列

10月12日㈰　南沢氷川神社「奉納獅子」

―
―
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
―
―

　
今
回
、
南
沢
獅
子
舞
を
取
材
す
る
に
あ
た
り
、
運
営
に
携
わ

る
篠
宮
貞
樹
氏（
南
沢
氷
川
神
社
総
代
長
）に
お
話
を
伺
い
ま
し

た
。
ど
の
よ
う
な
思
い
で
獅
子
舞
に
臨
ま
れ
た
の
か
に
迫
り
ま

す
。│

│
い
つ
か
ら
南
沢
獅
子
舞

に
関
わ
っ
て
い
ま
す
か
？

　
江
戸
時
代
か
ら
続
く
南
沢

獅
子
舞
も
、
戦
後
し
ば
ら
く

は
途
絶
え
て
い
た
時
期
が
あ

り
ま
し
た
。
私
が
２０
歳
ぐ
ら

い
の
と
き
に
、
獅
子
舞
を
復

活
さ
せ
よ
う
と
い
う
動
き
が

あ
り
、
そ
こ
か
ら
ず
っ
と
関

わ
っ
て
い
る
の
で
、
５５
年
ぐ

ら
い
に
な
り
ま
す
。

　
父
や
祖
父
が
笛
を
や
っ
て

い
た
た
め
、
し
ば
ら
く
は
笛

を
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

次
第
に
世
流
布
を
や
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

│
│
総
代
長
に
な
ら
れ
た
心

境
は
？

　
こ
れ
ま
で
、
獅
子
舞
に
運

営
の
立
場
で
関
わ
っ
た
こ
と

が
な
い
の
で
、
先
輩
方
の
手

を
借
り
な
が
ら
、
８
年
ぶ
り

の
南
沢
獅
子
舞
を
絶
対
に
成

功
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
と

い
う
思
い
で
す
。
ま
た
、
南

沢
獅
子
舞
を
地
域
に
残
す
、

後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
も

大
事
な
役
割
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。

│
│
南
沢
獅
子
舞
の
こ
れ
か

ら
を
教
え
て
く
だ
さ
い

　
か
つ
て
、
南
沢
獅
子
舞
は

農
家
の
長
男
し
か
お
こ
な
っ

て
は
い
け
な
い
と
い
う
厳
し

い
掟
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
後
継
者
不
足
の
問
題
も

あ
り
、
現
在
は
そ
う
い
っ
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
年

も
南
中
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
方

が
参
加
し
て
く
れ
た
り
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
方
の
協
力
に
よ

っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　
多
く
の
人
に
関
心
を
持
っ

て
も
ら
い
、
少
し
で
も
南
沢

獅
子
舞
に
興
味
を
も
っ
て
く

だ
さ
る
方
が
増
え
て
く
れ
る

と
嬉
し
い
で
す
。
練
習
は
毎

年
１０
月
に
行
っ
て
い
ま
す
の

で
、
参
加
し
た
い
と
思
っ
た

方
は
、ご
連
絡
く
だ
さ
い（
篠

宮
☎
０９０
・
３
４
０
９
・
２
０

３
０
）。

「
地
域
の
結
束
の
き
っ
か
け
と
し
て
、

　
　
　
　
　
後
世
に
残
し
て
い
き
た
い
で
す
」

獅子舞の様子（年代不明）
提供：南沢氷川神社

化粧をするのも一苦労

太
刀
つ
か
い
が
、「
ヤ
ァ
ー
ツ
」

と
気
合
を
か
け
あ
い
な
が
ら
打

ち
合
う
と
、
や
が
て
世
流
布
が

仲
裁
に
入
る
。
世
流
布
は「
し

ば
ら
く
、
し
ば
ら
く
」と
言
い

な
が
ら
登
場
し
、
形
を
つ
け
な

が
ら
口
上
を
の
べ
る
。

　
世
流
布
が
退
場
す
る
と
、
神

楽
笛
の
前
奏
で
お
か
め
が
ゆ
っ

く
り
と
登
場
す
る
。
次
に
道
化

面
、
背
中
に
す
げ
笠
と
す
り
こ

ぎ
を
背
負
っ
た
ひ
ょ
っ
と
こ
が

出
て
き
て
二
人
が
向
か
い
合
い
、

笛
に
合
わ
せ
て
ユ
ー
モ
ラ
ス
に

踊
る
。
最
後
に
抱
え
あ
う
よ
う

に
退
場
す
る
と
、
山
の
神
が
躍

り
出
て
、
獅
子
舞
が
始
ま
る
。

　
獅
子
舞
は
一
人
立
の
三
頭
で
、

腹
に
太
鼓
を
つ
け
て
舞
う
。
赤

の
衣
装
の
雌
獅
子
を
、
紺
の
衣

装
の
二
頭
の
雄
獅
子
が
奪
い
合

う
様
子
な
ど
が
演
じ
ら
れ
る
。

　
南
沢
氷
川
神
社
で
の
獅
子
舞

が
終
了
す
る
と
、
夜
に
は
多
聞

寺
で
の
奉
納
獅
子
が
行
わ
れ
た
。

南
沢
氷
川
神
社
で
行
わ
れ
る
内

容
と
の
違
い
は
、
世
流
布
の
口

上
や
獅
子
舞
の
歌
な
ど
も
あ
る

が
、
大
き
な
も
の
で
は
万
歳
が

行
わ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。

　
太た

ゆ

う夫
と
才さ

い
ぞ
う蔵
の
二
人
が
正
面

に
出
て
、
掛
け
合
い
で
万
歳
を

演
じ
る
。
曲
目
は
修し

ゅ
げ
ん
ど
う

験
道
の
大

峯
入
り
を
題
材
に
し
た「
大
峯

万
歳
」で
、
現
存
す
る
江
戸
時

代
か
ら
の
数
少
な
い
伝
承
例
だ
。

昔
の
言
葉
の
ま
ま
行
わ
れ
て
お

り
、
内
容
は
わ
か
り
に
く
い
が
、

コ
ミ
カ
ル
な
動
き
に
笑
い
を
さ

そ
わ
れ
た
。

　
８
年
ぶ
り
の
大
舞
台
は
、
胸

に
響
く
太
鼓
と
拍
手
が
溶
け
合

い
、
昼
の
光
に
映
え
る
南
沢
氷

川
神
社
、
夜
の
灯
に
照
ら
さ
れ

る
多
聞
寺
、
二
つ
の
舞
台
で
異

な
る
雰
囲
気
を
見
せ
、
多
く
の

観
客
を
魅
了
し
た
。

南沢氷川神社で 
祝詞をあげる

※本特集は、『東久留米市史（昭和54年発行）』、『東久留米市指定無形民俗文化財　南沢獅子舞パンフレット（平成21年製作）』、『文化財資料集12―東久留米市の指定文化財編―（平成２年発行）』および関係者に取材した話を基に作成しています。
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　 ６年度の一般会計決算額は、歳入額が５１6億7,534万4,408円、歳出額は510
億3,590万5,326円となりました。
　また、一般会計と国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の ３つの特別
会計を合計した歳入額は、７85億700万2,217円、歳出額は７75億9,803万3,859
円となりました。下水道事業会計の収益的収入は、２２億4,177万2,868円、収
益的支出は、２１億1,278万2,886円、資本的収入は、 8億262万8,206円、資本
的支出は、１5億3,736万1,555円となりました。

　一般会計の歳入は、東京都公立学校給食費負担軽減事業補助金などの都支
出金が増加したほか、地方特例交付金や地方債の増加などにより、歳入総額
は前年度に比べて増加しました。
　歳出は、システム修正等委託などの総務費の増加や、小山小学校増改築工
事などの教育費の増加により、歳出総額は前年度に比べて増加しました。

一般会計 一般会計は、市民の皆さんに納めていただく市税を中心に、地方交付税や国・都支出金、市債などを財源として、福祉、道路等の
インフラや公共施設の整備、教育、保健衛生など、市民生活を支える基本的経費が計上されています。

市税
175億7,198万9千円　
【177億8,223万3千円】
市民税、固定資産税、
都市計画税、市たばこ税、
軽自動車税

民生費
282億8,957万5千円
【266億1,891万7千円】
障害者福祉、児童福祉、
高齢者福祉、生活保護、
健康医療などの事業に
要した経費

総務費
67億5,554万円
【60億9,302万6千円】
財産管理、人事、徴税、
戸籍、選挙、統計調査
など、他に分類されない
事業に要した経費

教育費
49億3,107万1千円
【37億2,995万4千円】
学校教育、生涯学習、
スポーツ振興などの
事業に要した経費

衛生費
35億4,041万4千円
【36億313万5千円】
保健衛生、公害対策、
ごみ処理などに要した
経費

公債費
23億916万6千円
【21億6,826万8千円】
借入金の返済や利子支払
に要した経費

土木費
31億7,671万3千円
【43億1,268万9千円】
道路、公園、区画整理
などの事業に要した経費

その他
20億3,342万7千円
【21億6,240万6千円】
議会運営、産業振興、
消防などに要した経費

その他
34億5,390万9千円
【26億4,380万4千円】
地方譲与税、分担金、負担金、
財産収入、使用料、手数料、
寄附金など

国庫支出金
115億285万8千円
【112億9,250万円】
特定の事業に対し、
国から交付された負担金・
補助金など

都支出金
77億3,278万１千円
【76億2,102万3千円】
特定の事業に対し、都から
交付された負担金・補助金など

市債
9億5,170万円
【5億3,020万円】
学校や道路整備のために
借り入れたお金

繰入金
3億495万5千円
【31億5,573万7千円】
事業のために基金から
取り崩したお金

繰越金
26億4,366万3千円
【11億2,782万2千円】
前年度の決算余剰のうち、
今年度へ繰り越したお金

地方交付税
47億5,227万7千円
【45億4,736万6千円】
地方公共団体間の財源の
格差を調整するために
国から配分されたお金

地方消費税交付金
27億6,121万3千円
【26億3,137万3千円】
国勢調査による市の人口と
事業所統計による市内の
従業員数に応じて都から
交付されたお金

※各円グラフの【　】内は前年度決算額、（　）内は決算額の前年度比増減率です。
※各計数は表示単位未満四捨五入のため、合計などに一致しない場合があります。

55.4%
（6.3%増）

22.3%
（1.9%増）

15.0%
（1.5%増）

9.2%
（4.5%増）

5.1%
（134.4%増）

5.3%
（4.9%増）

6.7%
（30.6%増）

0.6%
（90.3%減）

34.0%
（1.2%減）

13.2%
（10.9%増）

9.7%
（32.2%増）

6.9%
（1.7%減）

6.2%
（26.3%減）

4.1%
（6.0%減）

4.5%
（6.5%増）

1.8%
（79.5%増）

歳　入 歳　出

歳入総額
516億7,534万4千円
【513億3,205万7千円】

決算における
市民一人当たり
44万4,680円
【44万827円】

歳出総額
510億3,590万5千円

【486億8,839万4千円】
決算における
市民一人当たり
43万9,177円

【41万8,124円】

性質別支出の状況

性質
６年度 ５年度

決算額 市民一人当たり 決算額 市民一人当たり
人件費 68億5,208万円 ５万8,964円 ６３億５,２８０万円 ５万４,５５６円
扶助費 １83億6,583万円 15万8,043円 １７２億５,３７１万円 １４万８,１７０円
公債費 23億917万円 1万9,871円 ２１億６,８２７万円 １万８,６２１円
物件費 87億1,633万円 7万5,006円 ７７億９,０１４万円 ６万６,９００円
維持補修費 1億3,225万円 1,138円 １億２,９０２万円 １,１０８円
補助費等 45億9,842万円 3万9,571円 ４７億４,９２３万円 ４万７８５円
積立金 22億7,845万円 1万9,607円 ２３億５,１９７万円 ２万１９８円
投資及び出資金・貸付金 0円 0円 ０円 ０円
繰出金 51億6,978万円 4万４,487円 ４９億８１４万円 ４万２,１５０円
前年度繰上充用金 0円 0円 ０円 ０円
投資的経費 25億9,228万円 2万2,307円 ２９億８,１１２万円 ２万５,６０１円
※�性質別の金額は、「一般会計」と「公営事業会計以外の特別会計」の数値を組み替えて作成した決算統計（地方自治体の決算についての統計）上の数値
です。

目的別支出の状況（主な内訳）

目的 ６年度
決算額 市民一人当たり

総務（総務費）
一般管理 ９億7,970万円 ８,431円
財産管理 6億9,377万円 5,970円
行政管理 11億430万円 9,503円
コミュニティ振興 ２億7,117万円 2,385円
徴税 5億901万円 ４,380円

福祉（民生費）
高齢者 39億1,250万7千円 ３万3,668円
障害者 50億1,045万円 ４万3,116円
子育て １1４億5,610万円 ９万8,583円
生活扶助 ４２億6,075万円 ３万６,665円

環境・ごみ処理（衛生費）
保健衛生 １5億9,572万円 １万3,７32円
公害対策 8,033万円 ６91円
清掃 １８億6,436万円 １万6,043円

産業振興（農林業費・商工費）
農業 8,937万円 769円
商工 1億4,575万円 1,254円

生活基盤（土木費）
道路 15億1,５８9万円 1万３,045円
河川 ３,８1１万円 ３28円
公園 １億4,401万円 １,239円

教育・文化（教育費）
小学校 24億660万円 2万709円
中学校 9億2,227万円 7,936円
図書館 ４億6,386万円 ３,992円
生涯学習センター ９,206万円 792円
社会教育 １億2,138万円 1,044円
スポーツ ３,５71万円 ３０7円

防災（消防費）
消防 １4億6,784万円 １万２,631円

借金返済（公債費）
市債元金利子償還 ２3億917万円 １万9,871円

市有財産の状況
財産 現在高 市民一人当たり

土地（公園や施設の敷地など） ５９5,５05.84㎡

建物（学校や生涯学習センターなど） １９7,421.33㎡

工作物（防火貯水槽など） １,７０3カ所

物権（地上権） 4530.60㎡

出資による権利（出資金や出えん金） ２,２４８万３千円 １９３円

物品（自動車や地域防災無線など） １83点

債権（施設借上敷金など） １,７34万9千円 １49円

基金（財政調整基金など） １04億8,390万4千円 ９万217円
※基金現在高には特別会計に属するものも含めています。

市債借り入れの状況
発行目的 残高 市民一人当たり

下水道債 ５2億8,324万7千円 ４万5,464円

土木債 16億4,651万4千円 １万４,169円

教育債 34億5,016万2千円 ２万９,690円

総務債 3億1,413万2千円 ２,703円

民生債 2億4,８35万7千円 ２,137円

衛生債 1億7,605万1千円 1,515円

消防債 ２億6,146万円 ２,250円

その他（減税補てん債、臨時財政対
策債など） 154億3,951万円 １3万2,861円

合計 268億1,９43万4千円 ２3万788円

（参考：５年度末残高） ２79億９,３01万6千円 ２4万397円

６年度に実施した主な事業

総務費

DX推進事業 4億5,207万3千円

地域センター管理事業 4,885万6千円

民生費

産後ケア事業 1,194万6千円

衛生費

樹林地等管理事業 1,130万円

農林業費

都市農地保全支援事業 2,766万9千円

商工費

市民みんなのまつり運営事業 712万3千円

土木費

道路維持管理事業 1億4,725万7千円

デマンド型交通運行事業 3,398万6千円

無電柱化推進事業 1億9,657万4千円

東村山都市計画道路整備事業 5億5,086万1千円

消防費

消防事務委託事業 １３億2,982万5千円

教育費

小学校改修事業 7億1,558万1千円

市税収入の状況� ※７年３月３１日現在の人口：１１万６,208人

税目 ６年度
決算額 市民一人当たり

個人市民税 ７7億4,114万円 ６万6,615円
法人市民税 ６億２,８82万円 ５,４12円
固定資産税 ７０億4,８11万円 ６万651円
都市計画税 １３億9,708万円 １万2,022円
市たばこ税 ６億1,993万円 ５,335円
軽自動車税 １億３,690万円 １,１78円
合計 １７5億7,199万円 １５万1,212円
（参考：５年度決算額） １７7億８,223万円 １５万2,709円

６年度決算の概要をお知らせします l財政課☎０４２・４７０・７７０６

4

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール
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都支出金
74億2,966万3千円（65.3%）

国民健康保険税
23億5,955万8千円
（20.7%）

繰入金　15億4,708万1千円（13.6%）

その他　3,166万円（0.3％）

国庫支出金　394万6千円（0.1％）国民健康保険特別会計 介護保険特別会計

下水道事業会計
後期高齢者医療特別会計

分担金及び負担金
36億2,976万3千円（93.5%）

保健事業費　1億1,858万4千円（3.1%）

（歳入）113億7,190万9千円

（歳出）113億5,652万6千円

（歳入）39億2,386万3千円

（歳出）38億8,176万5千円

後期高齢者医療保険料
18億5,580万2千円（47.3%）

繰入金
18億8,099万1千円（47.9%）

その他　1億8,707万1千円（4.8%）

その他　1億3,341万8千円（3.4%）

営業費用
20億2,863万9千円（96.0%）

営業外費用　8,414万4千円（4.0%）

企業債償還金　4億5,666万2千円（29.7%）
建設改良費
10億8,070万円（70.3%）

（収益的収入）22億4,177万3千円

（収益的支出）21億1,278万3千円

営業収益
17億6,731万9千円（78.8%）

営業外収益　4億7,445万4千円（21.2%）

保険給付費
102億5,382万7千円（90.6%）

その他　10億7,001万1千円（9.4%）

（歳入）115億3,588万6千円

（歳出）113億2,383万8千円

支払基金交付金
28億8,131万円
（25.0%）

保険料　22億652万円4千円（19.1%）

繰入金
21億1,640万6千円（18.3%）

都支出金　16億519万円（14.0%）

その他　5,895万2千円（0.5%）

（資本的収入）8億262万8千円

（資本的支出）15億3,736万２千円

他会計補助金
1億2,964万8千円（16.2%）

企業債
5億8,100万円（72.4%）

国庫補助金　8,760万円（10.9%）

その他　438万円（0.5%）

国庫支出金
26億6,750万円3千円
（23.1%）

保険給付費
71億7,202万3千円（63.2%）

国民健康保険事業費納付金
37億261万5千円（32.6%）

その他　4億8,188万8千円（4.2%）

特別会計 特別会計は、効率的な運営やその経理を明確にするために、一般会計から独立させたもので、市では国民健康保険、後期高齢者医
療、介護保険の ３つの会計と下水道事業会計を設けています。

1 ２ 月 の 無 料 相 談1 ２ 月 の 無 料 相 談
相談内容 相談日 時間 相談員 場所 問い合わせ先

耐震相談 １２日㈮ 午後 ２時～
４時半

東久留米建築
設計協会会員

市役所 １階
屋内ひろば

施設建設課
☎０４２・４７０・７７５６

教育相談
※�電話相談
も可

火曜～
土曜日

午前１０時～
午後 ５時
（滝山のみ水
曜日は ６時ま
で）

教育相談員

中央相談室
（成美教育文
化会館内教育
センター）

中央相談室
☎０４２・４７３・３６６７

月曜～
金曜日

滝山相談室
（西部地域セ
ンター内）

滝山相談室
☎０４２・４７５・８９０９

母子・父子
相談 開庁日 午前 ８時半～

午後 ５時
母子・父子
自立支援員

市役所 ２階
児童青少年課

児童青少年課
☎０４２・４７０・７７３６

知的障害者
相談 10日㈬ 午前１０時～

正午
知的障害者相
談員

市役所 １階
相談室

前月末までに障害
福祉課
☎０４２・４７０・７７４７
o０４２・４７５・８１８１

心身障害者
（児）相談 平日

午前 ９時～
午後 ５時

さいわい福祉
センター
支援員

さいわい福祉
センター

さいわい福祉セン
ター
☎０４２・４７７・２７１１

職業相談 開庁日 ハローワーク
三鷹職員

市役所 ２階
ワークコーナー

直接会場で
住宅増改築
相談 １1日㈭ 午前１０時～

正午、午後 １
時～ ４時

市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

市役所 １階
屋内ひろば

消費者相談 平日 消費生活相談
員

市役所 ２階
生活文化課

市消費者センター
☎０４２・４７３・４５０５

行政相談 １２月は実施しません（次回は ８年 １月１４日㈬実施予定） 生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 ９時～

午後 ４時 相談支援員 市役所 １階
福祉総務課

福祉総務課
☎０４２・４７０・７７４１

相談内容（定員） 相談日 時間 相談員 予約開始日時 場所 問い合わせ先

法律相談（各日 ８人）

３ 日㈬

午前１０時から 弁護士
１１月２７日㈭

市役所 ２階
相談室

各予約開始日の午
前 ８時半から電話
で生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

１０日㈬
１７日㈬

１2月11日㈭
２４日㈬

不動産・相続・会社
の登記等相談（ ５人）

３ 日㈬
午後 １時から 司法書士

１１月２５日㈫
表示登記・土地の境
界等登記相談（ ４人） 午前１０時から 土地家屋

調査士
相続・遺言・成年後
見等手続き相談
（ ５人）

１０日㈬
午後 １時から

行政書士 １２月 ４ 日㈭

税務相談（ ５人）
１７日㈬

税理士 １２月 ９ 日㈫
人権・身の上相談
（ ４人）

午後 １時半か
ら

人権擁護委
員 １２月１１日㈭

不動産取引相談
（ ５人） ４ 日㈭

午後 １時から
宅地建物
取引士 １１月２７日㈭

交通事故相談（ ５人）

24日㈬

弁護士

12月18日㈭年金・労災・雇用・
保険・人事管理等相
談（ ４人）

午前１０時から 社会保険
労務士

女性の悩みごと相談
（各日 ４人）

１ 日㈪

午前１０時～
午後 7時

女性カウン
セラー

１１月１９日㈬
各予約開始日の午
前 ９時から電話で
男女平等推進セン
ター
☎０４２・４７2・0061

８ 日㈪
１５日㈪

１２月 ３ 日㈬
２２日㈪

女性弁護士による法
律相談（ ４人） ５ 日㈮ 午前 ９時半～

午後 ０時半 女性弁護士 １１月２１日㈮

経営相談 平日 午前１０時半～
午後 ４時半

市商工会
経営指導員

前日まで予
約可 市商工会館 市商工会

☎０４２・４７１・７５７７

12月29日㈪～ 8年 1月19日㈪サービス停止期間
　 8年 1月から住民記録システムが国の標準仕様に準拠したシス
テムに変更になるため、上記の期間はコンビニ交付サービスが利
用できません。この期間に各種証明書が必要な方は、市役所各課
または各連絡所で申請してください（閉庁日時を除く）。
■納税証明書のコンビニ交付サービスを終了します
　このシステム更新に伴い、コンビニでの納税証明書の交付を終
了します。今後は納税課または各連絡所で申請してください（閉
庁日時を除く）。
l▼コンビニ交付について＝市民課☎042・470・7722
　▼納税証明書について＝納税課☎042・470・7729

コンビニ交付が利用できません
　高齢者の生活状況やニーズ、地域の課題などを把握・分析し、 8年度に
策定を予定している「第10期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に反映す
るため、アンケート調査を実施します。
調査名・ 対象※いずれも対象の中から無作為に抽出
①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査＝要介護 １～ ５の認定を受けていな
い65歳以上の方
②在宅介護実態調査＝要支援・要介護の認定を受けている方で、在宅で生
活されている65歳以上の方およびそのご家族の方
調査票の発送時期１２月初旬頃を予定
j市における今後の高齢者施策・介護保険事業の方向性などの検討に向け
た重要な調査です。調査票が届いた方はご協力をお願いします
l介護福祉課保険係☎042・470・7818

高齢者アンケート調査を実施します
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ごみの減量に向けた取り組み

歳出総額
18億6,436万
3,847円

その他
21,645,077円

資源集団回収事業費
14,038,584円

リサイクル推進事業費
（紙布類回収、

剪定枝リサイクルほか）
101,265,516円

家庭ごみ有料化事業費
（指定収集袋製造ほか）

93,648,047円

職員人件費
151,591,071円

東京たま広域
資源循環組合負担金
289,059,000円

柳泉園組合負担金
337,470,000円

家庭廃棄物・
資源物収集事業費
855,646,552円

◆歳出

歳入総額
18億6,436万
3,847円

諸収入
（資源物売却代金ほか）

4,089,573円都支出金
（都道上の動物
死体処理費）
37,378円

5,829,600

使用料および手数料
（家庭廃棄物収集手数料ほか）

255,829,600円

,604,407,296

一般財源
（市税や交付金など）
1,604,407,296円

◆歳入

生ごみ処理機器購入費助成制度生ごみ処理機器購入費助成制度
　生ごみの減量を促進するため、生ごみ堆肥化容器等を購入され
た方に対し、助成金を交付しています。
対象機器等
　電気を使用しない生ごみ堆肥化容器、発酵促進剤・基材、ダン
ボールコンポスト
申請場所
　インターネット、またはごみ対策課（八幡町 ２ −
１０−１０）・環境政策課（市役所 ５ 階）の窓口で申請が
できます。申請には、領収書などの添付が必要です。
詳細は、市nをご覧ください。

市n

　市と「地域活性化包括連携協定」を締結している株式会社イトー
ヨーカ堂では、ご家庭から出る廃食用油の回収を行っています。
回収した廃食用油は、石鹸やインク溶剤等の製造に活用するほか、
将来的には持続可能な航空燃料（SAF）の原料としての活用も目指
しています。
回収場所
　イトーヨーカ堂東久留米店（本町 3− 8− 1）
　※店舗 １階サービスカウンターで受付。
回収できるもの
　使用済みの食用油、賞味期限切れの食用油
出し方
　回収場所でお渡しする専用容器（リターナブルボトル）、
またはペットボトルに入れてお持ち込みください。

使用済み食用油の回収使用済み食用油の回収

市n

　ご家庭で使わなくなった次の品物がありましたら、ごみ対策課までお持ちください。
まだ使える品物のリユースまだ使える品物のリユース

■フードドライブ（食品の回収）
　食品ロスの削減を目的として、ご家庭で使いきれない食品を集め、
福祉団体などの必要としている方々へ寄付する取り組みです。
回収できるもの
　●�未開封で破損していないもの
　●�賞味期限まで ２カ月以上あるもの（米・塩・砂糖
・ガムなどを除く）

　●常温保存が可能なもの
回収できないもの
　生鮮食品、酒類など

■リユースチャレンジ（おもちゃ類・食器類･ベビー用品の回収）
　ご家庭で使わなくなった、でもまだ使える下記の品物を回収する
取り組みです。回収した品物は海外でリユースされます。
回収できるもの
　おもちゃ類（こどもの遊び道具）、食器類（食事や調
理に使う器具・容器）、ベビー用品	
回収できないもの
　●稼働するのに電源コードが必要なもの
　●�使用上の安全性に問題のある破損や不良があるも
の

家庭ごみの収集状況などについてお知らせします
　 ６年度における家庭ごみの収集量および処理に係る経費や、市からのお願いなどについてお知らせします。
lごみ対策課☎０４２・４７３・２１１７（八幡町 ２−１０−１０）

　 ６年度におけるごみ処理に
係る経費(清掃費)の歳入・歳
出決算総額は、１８億６，４３６万�
３，８４７円でした。前年度から
約５，２９６万１，０２０円の増加とな
っており、歳出総額のうち
１４億８，２１７万５，５５２円（約７９％）
が、ごみ処理に必要不可欠な
家庭ごみ・資源物収集事業費
や、柳泉園組合および東京た
ま広域資源循環組合負担金で
占められています。
　歳入は、家庭廃棄物処理手
数料を含む使用料および手数
料 ２億５，５８２万９，６００円、道路
上の動物死体処理費の都支出
金 ３ 万７，３７８円、資源物売却
代金などの諸収入４０８万９，５７３
円を特定財源として、ごみ処
理に係る歳出の一部に充当し
ているものの、大部分である
１６億４４０万７，２９６円（約８６％）は
市税や交付金などの一般財源
となっています。　

６ 年度のごみ処理経費６年度のごみ処理経費 ごみと資源物の収集量の比較ごみと資源物の収集量の比較
（単位：トン）

項目 平成２８年度
（有料化前） 令和５年度 令和６年度

燃やせるごみ １６,３８３ １３,４５４ 　13,258
燃やせないごみ ２,２０６ 1,870 1,827
粗大ごみ ７７ 90 83
有害ごみ ３６ ３５ 33
ごみ小計 １８,７０２ １５,449 １５,201
資源物 ６,０９２ 6,544 ６,５18
　うち、容器包装プラスチック １,４９４ 1,536 １,５6６
行政収集総量（※１） ２４,７９４ 21,993 ２１,719
※１　�行政収集総量＝市で収集したごみと資源物の合計量であり、集団回収や、中間処理場

への持ち込みごみを含まないもの。

項目 平成２８年度
（有料化前） 令和５年度 令和６年度

１人１日あたりの排出量（g）（※２） ５８０．６ 515.2 511.4
総資源化率（％） ３７．１ ３７．3 37.1
※２　行政収集総量÷（人口×３６５日）により算出（人口は各年１０月１日時点を使用）。

　行政収集総量は、有料化実施後、各年度において有料化実施前と
比較して減少しており、 6年度は前年度から約 1％減少しています。
各項目の前年度からの推移は、燃やせるごみが約 1％減少、燃やせ
ないごみが約 2％減少し、資源物のうち、容器包装プラスチックは
約 2％増加しました。
   市では、一般廃棄物処理基本計画(令和 4年 3月策定)において、
令和18年度末までに「 1 人 1 日当たりのごみ排出量」を「505g」とす
ることを目標にしています。家庭系ごみのさらなる減量や再資源化
に向けて、市民の皆さんのご協力をお願いします。

市n市n
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■ごみと資源物の収集日時について
 ごみと資源物は、決められた曜日の午前 ８時半までに出してください。
　収集時間は、その日の交通事情、天候や排出量などの状況によって変わる
場合があります。また、収集後に出されたものについては、再度の収集はし
ていませんのでご注意ください。
　ごみと資源物の分別方法については市nからごみ分別辞典「ごみサク」もご
覧ください。

■粗大ごみ処理手数料のオンライン決済について
　粗大ごみの申し込みは、いつでも手続き可能なインターネット申し込みが便利です。さ
らに、支払いもオンライン決済で行っていただくことにより、処理券を購入する手間がな
くなります。
　オンライン決済ご利用時の排出方法など、詳しくは市nをご覧ください。
決 済 の 種 類クレジットカード、PayPay
　電話での申し込みは、時間帯によって大変繋がりにくくなっており、ご
不便をおかけしております。インターネットでの申し込みにご協力をお願
いします

ごみの出し方について

地区

曜日

東地区 西地区
上の原、神宝町、金山町、氷川
台、大門町、東本町、新川町、
浅間町、学園町、ひばりが丘団
地、本町、南沢、中央町

小山、幸町、前沢、
南町、滝山、下里、
柳窪、野火止、八幡町、�
弥生

月 容器包装プラスチック
・ＰＥＴボトル 燃やせるごみ・びん

火 燃やせるごみ・びん 容器包装プラスチック・�
ＰＥＴボトル

水 燃やせないごみ・有害ごみ 燃やせないごみ・有害ごみ
木 缶・紙類・布類 燃やせるごみ・びん
金 燃やせるごみ・びん 缶・紙類・布類

ごみ分別カレンダー

分別の徹底をお願いします

充電式小型家電製品の適切な出し方

市n（ごみサク）

市n
（粗大ごみについて）

実際に「容器包装プラスチック」に
混入していたリチウムイオン電池製品等の一部市n

　充電して使用する家電製品には、リチウムイオン電池等の小型充
電式電池が入っています。
　これらを使用した製品が、指定収集袋の中に混入することにより、
ごみ処理過程での発煙・発火事故の原因となっています。「燃やせな
いごみ」や「容器包装プラスチック」などに混ぜないでください。

ごみ処理施設での
火災

　ボックスは市内16カ所に設置し
ています。
　※�スマートフォン、タブレット、
ノートパソコンは、市役所本
庁舎、ごみ対策課庁舎でのみ
回収可能です。

小型家電・リチウムイオン等電池回収ボックス
燃やせないごみ

※最大辺30cm以上の家電等
は「粗大ごみ」

電池を取り出すことができる製品

有害ごみ

電池を取り出すことができない製品

小型家電・リチウムイオン等電池回収ボックス設置場所

特定 ４品目
・モバイルバッテリー
・電子タバコ
・電気シェーバー
・電動歯ブラシ

※ビニールテープ等で端子
部分を絶縁してください

特定 ４品目以外
【例】
スマートフォン、ワイヤレス
イヤホン、ハンディー扇風機、
スマートウォッチ、ワイヤレ
スコントローラーなど

充電式電池

※ビニールテープ等で＋極
と－極を絶縁してください。
※電動自転車のバッテリー
も含みます。

ニカド電池

ニッケル
水素電池
リチウム
イオン電池

製品本体
【例】
電動工具、カメラ、小型掃除
機など

市役所本庁舎（本町 3 - 3 - 1 ）※ 南町地区センター（南町 3 - 9 -45）
西部地域センター（滝山 4 - 1 -10） 浅間町地区センター（浅間町 2 -24-16）
南部地域センター（ひばりが丘団地185） わくわく健康プラザ（滝山 4 - 3 -14）
東部地域センター（大門町 2 -10- 5 ） 上の原連絡所（上の原 1 - 4 ）
ごみ対策課（八幡町 2 -10-10）※ 第六小学校（金山町 1 -17- 1 ）
野火止地区センター（野火止 2 - 1 -83） 小山小学校（小山 5 - 5 - 4 ）
中央町地区センター（中央町 6 - 1 - 1 ） 青少年センター（下里 4 - 1 -19）
八幡町地区センター（八幡町 2 - 7 -61） 第二小学校（新川町 1 -14- 6 ）
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市

民

生

活

12月１日㈪納期限12月１日㈪納期限
納期内納付にご協力くださいl納税課☎︎042・470・7729

国民健康保険税 第5期

後期高齢者医療保険料 第5期

介護保険料 第5期

交
通
事
故
な
ど
に
遭
っ

た
場
合
の
治
療
と
国
民

健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
制
度

　
交
通
事
故
・
傷
害
事
件
・
他

人
の
飼
い
犬
に
噛
ま
れ
た
・
飲

食
店
で
の
食
中
毒
な
ど
、
他
人

の
行
為
が
原
因
で
負
傷
や
病
気

に
な
っ
た
場
合
の
医
療
費
は
、

被
害
者
に
過
失
が
な
い
限
り
、

原
則
相
手（
第
三
者
）が
全
額
を

負
担
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

保
険
診
療
に
す
る
必
要
が
あ
り

ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
お

よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
の
方
で
、
保
険
診
療
を
希

望
さ
れ
る
場
合
は
、
ま
ず
保
険

年
金
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

届
出
に
よ
り
保
険
診
療
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

i
連
絡
お
よ
び
届
出
前
に
示
談

な
ど
を
し
た
場
合
や
、
届
出
が

な
い
場
合
は
、
保
険
診
療
に
で

き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す  

l
同
課
国
民
健
康
保
険
係
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
３
３
、
同
課

高
齢
者
医
療
係
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
８
４
６

国
保
高
額
療
養
費（
外

来
年
間
合
算
）支
給
申

請
の
勧
奨
通
知

　
年
間
を
通
し
て
高
額
な
外
来

診
療
を
受
け
て
い
る
方
の
負
担

を
軽
減
す
る
た
め
、
１２
月
上
旬

に
自
己
負
担
額
の
年
間
上
限
額

（
１４
万
４
千
円
）を
超
え
た
世
帯

へ
支
給
申
請
の
勧
奨
通
知
を
送

付
し
ま
す
。

e
７
月
３１
日
現
在
、
７０
歳
以
上

７５
歳
未
満
で
所
得
区
分
が
一
般

ま
た
は
非
課
税
世
帯
の
方

計
算
対
象
期
間
６
年
８
月
１
日

～
７
年
７
月
３１
日

l
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
３

こ
ど
も

と
教
育

フ
ァ
ミ
サ
ポ
カ
フ
ェ

　
地
域
の
子
育
て
支
援
を
利
用

し
た
い
人
・
手
伝
い
た
い
人
の

交
流
カ
フ
ェ
で
す
。

a
１２
月
１６
日
㈫
午
前
１０
時
～
正

午（
時
間
内
出
入
り
自
由
）

b
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル（
市
役

所
１
階
）

c
保
育
付
き
カ
フ
ェ
、
事
業
説

明
会（
予
約
不
要
）な
ど
。
詳
細

は
市
社
会
福
祉
協
議
会
n
で

h
入
会
希
望
者
は
、
顔
写
真
・

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証

な
ど
）

k
l
電
話（
☎
０４２
・
４
７
５
・

３
２
９
４
）ま
た
は
直
接
フ
ァ

ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ

ー
へ

高
齢
者

・
福
祉

認
知
症
介
護
者
家
族
会 

　
認
知
症
の
あ
る
方
を
介
護
す

る
ご
家
族
の
方
、
一
人
で
介
護

の
悩
み
を
か
か
え
て
い
ま
せ
ん

か
。
日
々
の
こ
と
や
心
配
ご
と

な
ど
、
気
軽
に
話
し
、
ほ
っ
と

で
き
る
場
所
と
し
て
開
催
し
て

い
ま
す
。
１２
月
は
東
部
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
主
催
で
す

（
中
部
・
西
部
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
は
１
月
に
開
催
し
ま

す
）。
事
前
に
お
申
し
込
み
の

上
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

対
象
地
域
上
の
原
・
神
宝
町
・

金
山
町
・
氷
川
台
・
大
門
町
・

東
本
町
・
新
川
町
・
浅
間
町
・

小
山  

a
b
１２
月
１６
日
㈫
午
後
１
時
１５

分
～
２
時
半
。
東
部
地
域
セ
ン

タ
ー
会
議
室
２

k
l
東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
２
８
・
７
７
８

８
ま
た
は
☎
０４２
・
４
７
３
・
９

９
９
６
へ

住
環
境

１１
月
２４
日

の
ご
み

収
集

　
１１
月
２４
日
は
休
日
で
す
が
、

平
日
と
同
様
に
収
集
し
ま
す
。

　
ご
み
と
資
源
物
は
、
決
め
ら

れ
た
収
集
日
の
当
日
、
午
前
８

時
半
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

小
型
廃
家
電
類
を
除
く
全
品
目

が
戸
別
収
集
で
す
。

　
ご
み
収
集
日
や
分
別
な
ど
の

ご
み
出
し
ル

ー
ル
は
市
n

で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

l
ご
み
対
策
課
☎
０４２
・
４
７
３

・
２
１
１
７（
粗
大
ご
み
の
申

し
込
み
は
☎
０４２
・
４
７
３
・
２

１
１
８
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
）

ス
プ
レ
ー
缶
に
よ
る
火

災
事
故
を
な
く
そ
う

　
ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ボ

ン
ベ
に
起
因
す
る
火
災
が
増
え

て
い
ま
す
。

使
用
上
の
注
意
点
▼
ス
プ
レ
ー

缶
な
ど
を
捨
て
る
際
は
、
中
身

を
使
い
切
り
、
有
害
ご
み
と
し

て
捨
て
ま
し
ょ
う
▼
高
温
と
な

る
場
所
を
避
け
て
保
管
し
ま
し

ょ
う
▼
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
は
カ

セ
ッ
ト
こ
ん
ろ
本
体
に
正
し
く

装
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
て
か
ら
使
い
ま
し
ょ
う
▼
カ

セ
ッ
ト
こ
ん
ろ
を
複
数
並
べ
て

鉄
板
を
の
せ
た
り
、
カ
セ
ッ
ト

ボ
ン
ベ
カ
バ
ー
を
覆
う
よ
う
な

大
き
な
鍋
な

ど
を
使
う
こ

と
や
、
鉄
板

上
で
の
炭
お

こ
し
は
、
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
が

過
熱
さ
れ
、
破
裂
す
る
危
険
が

あ
る
の
で
絶
対
に
行
わ
な
い
で

く
だ
さ
い

l
東
久
留
米
消
防
署
危
険
物
係

☎
０４２
・
４
７
１
・
０
１
１
９

お
知
ら
せ

１１
月
１
日
付
市
人
事
異
動

　
市
で
は
、
１１
月
１
日
付
で
課

長
お
よ
び
係
長
・
係
員
の
異
動

を
行
い
ま
し
た
。
課
長
級
の
異

動
は
次
の
通
り
で
す
。

◎
課
長
級（
カ
ッ
コ
内
は
前
職
）

▼
都
市
建
設
部
管
理
課
長
兼
主

査
事
務
取
扱（
都
市
建
設
部
管

理
課
長
）武
内
浩
司

l
職
員
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７

７
１
６７

年
度
全
国
社
会
教
育

委
員
連
合
表
彰
の
受
賞

　
１０
月
３０
日
に
行
わ
れ
た
第
６７

回
全
国
社
会
教
育
研
究
大
会

（
岩
手
大
会
）に
お
い
て
、
市
社

会
教
育
委
員
で
あ
る
菅
沼
法
子

氏
が
同
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し

た
。
同
氏
は
平
成
１８
年
か
ら
市

社
会
教
育
委
員
を
務
め
委
員
会

の
運
営
・
会
議
を
は
じ
め
社
会

教
育
の
発
展
に
長
年
ご
尽
力
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
受
賞
を
お

祝
い
す
る
と
と
も
に
、
ま
す
ま

す
の
ご
活
躍
を
期
待
し
ま
す
。

l
生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
８
４

都
営
住
宅（
東
久
留
米

市
地
元
割
当
）の
入
居

者
募
集

種
類
・
対
象
家
族
向
け（
２
人

以
上
）▼
前
沢
二
丁
目（
前
沢
２

−

６
）＝
１
戸（
３
Ｄ
Ｋ
）▼
柳

久
保
一
丁
目（
柳
窪
１

−

９
）＝

１
戸（
３
Ｄ
Ｋ
）▼
野
火
止
二
丁

目（
野
火
止
２

−

１９
）＝
１
戸

（
３
Ｄ
Ｋ
・
４
Ｄ
Ｋ
）

　
※
今
回
、
単
身
者
向
け
の
募

集
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

申
込
資
格
申
込
者
が
市
内
に
居

住
し
て
い
る
こ
と
、
所
得
が
一

定
の
基
準
内
で
あ
る
こ
と
な
ど
。

詳
細
は
募
集
案
内
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　
※
１１
月
上
旬
に
実
施
さ
れ
た

東
京
都
の
定
期
募
集
に
申
し
込

ん
で
い
る
場
合
で
も
申
し
込
み

可
能
で
す
が
、
両
方
に
当
選
し

た
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
か
一
方

を
辞
退
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

案
内
配
布
期
間
・
場
所
１１
月
１７

日
㈪
～
１２
月
２
日
㈫（
閉
庁
日

時
を
除
く
）に
、
都
市
計
画
課

（
市
役
所
５
階
）、総
合
案
内（
市

役
所
１
階
）、
上
の
原
・
ひ
ば

り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
、

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
で

申
込
方
法
・
期
限
１２
月
２
日
㈫

ま
で
に（
消
印
有
効
）、
募
集
案

内
に
同
封
の
申
込
用
紙
・
申
込

封
筒
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上

郵
送
、
ま
た
は
同
課
へ
持
参
を

l
同
課
計
画
調
整
担
当
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
６
２

７
年
度
明
る
い
選
挙
啓

発
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー

ル
作
品
の
展
示

　
選
挙
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ

と
を
目
的
に
、
明
る
い
選
挙
ポ

ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
へ
の
応
募

作
品
を
展
示
し
ま
す
。
応
募
作

品
の
う
ち
４
作
品
を
ポ
ス
タ
ー

コ
ン
ク
ー
ル
の
第
２
次
審
査
を

行
う
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
に
推
薦
し
ま
し
た
。
推

薦
し
た
４
作
品
の
う
ち
、
３
作

品
を
市
の
優
秀
作
品
、
最
も
優

れ
て
い
た
１
作
品
を
市
の
最
優

秀
作
品
と
し
て
選
定
し
ま
し
た
。

プ
ラ
ス
ワ
ン
投
票
と
し
て
、
優

秀
作
品
を
除

く
全
作
品
の

中
か
ら
、
作

品
展
に
来
場

さ
れ
た
皆
さ
ん
の
投
票
に
よ
っ

て
、
最
後
の
優
秀
作
品
を
決
め

る
イ
ベ
ン
ト
も
行
い
ま
す
。

a
１１
月
１８
日
㈫
～
２０
日
㈭

b
市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば

c
市
内
の
小
・
中
学
生
か
ら
の

応
募
作
品
１
０
２
点
の
展
示  

l
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
９
０

１１
月
２３
日

は
終
日

市
役
所
本
庁
舎
を
閉
館

し
ま
す

　
１１
月
２３
日

は
、
市
庁
舎

内
電
気
設
備
の
点
検
な
ど
を
行

う
た
め
、
館
内
は
停
電
と
な
り

ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
終
日
、

市
役
所
本
庁
舎
を
閉
館
し
ま
す
。

庁
舎
１
階
市
民
プ
ラ
ザ
・
屋
内

ひ
ろ
ば
・
金
融
機
関
Ａ
Ｔ
Ｍ
・

地
下
駐
車
場
な
ど
も
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
せ
ん
。
ご
不
便
を
お

掛
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

l
管
財
課
管
財
係
☎
０４２
・
４
７

０
・
７
７
１
８

犯
罪
被
害
者
週
間

　
国
で
は
、「
犯
罪
被
害
者
等
基

本
法
」の
成
立
日
で
あ
る
１２
月

１
日
以
前
の
１
週
間（
１１
月
２５

日
～
１２
月
１
日
）を「
犯
罪
被
害

者
週
間
」と
定
め
て
い
ま
す
。

同
週
間
は
、
犯
罪
被
害
者
な
ど

が
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
名
誉
、

生
活
の
平
穏
へ
の
配
慮
の
重
要

性
な
ど
に
つ
い
て
、
国
民
の
理

解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

◎
犯
罪
被
害
者
や
そ
の
家
族
の

痛
み

　
傷
害
、
性
犯
罪
、
交
通
犯
罪

な
ど
に
よ
る
被
害
は
、
あ
る
日

突
然
、
理
不
尽
に
誰
の
身
に
も

起
こ
り
得
ま
す
。
犯
罪
被
害
に

遭
う
と
、
身
体
を
傷
つ
け
ら
れ
、

生
命
を
奪
わ
れ
る
な
ど
の
身
体

的
被
害
の
ほ
か
に
、
稼
ぎ
手
が

失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
収
入
が

途
絶
え
、
生
活
が
で
き
な
い
と

い
っ
た
財
産
的
被
害
や
、
メ
デ

ィ
ア
の
取
材
や
周
囲
の
心
無
い

中
傷
に
よ
り
、
精
神
的
苦
痛
を

受
け
ま
す
。
こ
う
し
た
犯
罪
後

に
生
じ
る
二
次
的
被
害
に
苦
し

ん
で
い
る
方
々
が
い
ま
す
。
当

事
者
の
置
か
れ
た
状
況
や
心
理

状
態
を
よ
く
理
解
し
、
再
び
平

穏
な
生
活
を
取
り
戻
せ
る
よ
う
、

寄
り
添
う
気
持
ち
を
持
つ
こ
と

が
大
切
で
す
。

◎
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
市
で
は
、
犯
罪
被
害
に
遭
わ

れ
た
方
や
ご
家
族
か
ら
の
相
談

を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。
市
の

関
係
部
署
や
各
専
門
機
関
と
連

携
し
な
が
ら
、
問
題
解
決
に
向

け
て
取
り
組
み
ま
す
。

l
生
活
文
化
課
市
民
相
談
・
施

設
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３

８

職
員
募
集

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

　
募
集
の
詳
細
は
市
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

市n

◎
児
童
厚
生
指
導
員（
会
計
年

度
任
用
職
員
・
専
門
職
）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

１
２
４
時
間
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
７
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

報
酬
月
額
２２
万
４
１
７
０
円

　
※
社
会
保
険
の
加
入
あ
り

応
募
資
格
有

◎
児
童
厚
生
員（
会
計
年
度
任

用
職
員
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

７５
時
間
程
度
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
６
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

報
酬
時
給
１
２
３
７
円

《
共
通
事
項
》

任
用
期
間
８
年
４
月
１
日
～
９

年
３
月
３１
日（
９
年
４
月
１
日

以
降
は
条
件
付
き
で
再
度
任
用

の
場
合
あ
り
）

勤
務
場
所
市
内
学
童
保
育
所

j
市
の
規
則
に
基
づ
き
、
交
通

費
等
が
別
途
支
給
さ
れ
ま
す
。

k
１１
月
１３
日
㈭
～
２８
日
㈮

　
※
採
用
は
、
８
年
度
予
算
の

成
立
が
条
件
と
な
り
ま
す
。

l
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
５

市n

東京消防庁n

市n
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

お知らせ住環境
高齢者・福祉市民生活 こどもと教育
職員募集



官
公
署

　
な
ど

女
性
し
ご
と
応
援
キ
ャ

ラ
バ
ン
ｉ
ｎ
東
久
留
米

　
可
能
性
を
広
げ
る
し
ご
と
探

し「
応
募
し
た
い
求
人
に
出
会

う
コ
ツ
」。
イ
マ
ド
キ
の
し
ご

と
事
情
や
特
徴
の
捉
え
方
、
求

人
情
報
を
多
角
的
に
見
る
方
法

を
学
び
ま
し
ょ
う
。

a
１２
月
１２
日
㈮
①
セ
ミ
ナ
ー
＝

午
前
１０
時
～
正
午
②
就
業
個
別

相
談
会
＝
午
後
０
時
２０
分
～
１

時
２５
分（
１
人
約
３０
分
）

b
７
０
３
会
議
室（
市
役
所
７

階e
は
た
ら
き
た
い
女
性

f
①
４０
人
②
１０
人（
い
ず
れ
も

事
前
予
約
制
、
先
着
順
）

d
女
性
し
ご
と
応
援
キ
ャ
ラ
バ

ン
講
師

i
受
講
に
は
東
京
し
ご
と
セ
ン

タ
ー
多
摩
の
利
用
登
録
が
必
要

で
す（
当
日
登
録
可
）

j
満
６
カ
月
～
未
就
学
児
の
保

育
あ
り（
定
員
１０
人
程
度
）。
１２

月
８
日
㈪
正
午
ま
で
に
要
予
約 

k
１１
月
１０
日
㈪
か
ら
女
性
し
ご

と
応
援
キ
ャ

ラ
バ
ン
n
ま

た
は
電
話
で

運
営
事
務
局

へl
同
事
務
局
☎
０３
・
６
７
３
４

・
１
３
４
６

会 員 募 集
◆多摩野鳥写真クラブ＝a月 １ 回。第 １
土曜日午後 ４ 時～ ５ 時半b市民プラザ

（市役所 １ 階）他g会費月1,200円j野鳥
写真の撮り方および作画について学ぶl
堀野☎070・5565・8845
◆落合川清掃ボランティアグループ＝a
月 １ 回。第 3 日曜日午前 9 時～10時半b
落合川「こぶし橋」j落合川の宮下橋から
上流の御成橋の間の川中のゴミ拾いなど
l高橋☎090・3040・5195
◆日曜日健康麻雀クラブ＝a毎週日曜日
午後 1 時～ ４ 時半b八幡町地区センター
g会費 １ 回500円j上級者でも初心者で
も構いません。ご興味がある方はご連絡

お待ちしておりますl引間☎090・9800
・3649
◆謡曲・観世流（東久留米修声会）＝a毎
月第一・第三金曜日午前10時～11時b滝
山団地第 ２ 住宅集会所g会費月５,000円
他jプロの能楽師の指導のもとで役割ご
とに分担して謡いますl中村☎042・474
・9079

催 し
◆英会話カフェ（ウラウライングリッシ
ュ）＝a１１月２４日 ①午前１０時～１１時
半②午後 ２ 時～ ３ 時半b前沢 ４ 丁目の個
人宅g参加費各回2,500円（飲み物＆ケー
キ付き）jネイティブスピーカーのリー
ドで英語でおしゃべりを楽しみましょう
l浦崎☎090・6184・6437
◆青空なんでも相談会（東久留米社会保
障推進協議会）＝a11月30日㈰午後 1 時

～ 3 時　※雨天中止b市民プラザ（市役
所 １ 階）他g無料j暮らしの悩み、困り
ごとを弁護士などが対応。予約不要l平
尾☎090・2752・4006
◆認知機能（フレイル）予防吟詠の集い
（詩吟研究会常盤鶴寿会）＝a11月29日㈯
午後 1 時～ 3 時半b生涯学習センター
g300円j初心者大歓迎。65歳以上80歳
くらいまでl笹本☎090・3523・5231
◆ママがホッとできるお話会（パレット
ママの会）＝a12月15日㈪午前10時から
b生涯学習センター集会学習室 ３ g300
円（おやつ代含む）j子育ての困りごとを
先輩ママと話せる場。気軽にどうぞl宮
畑☎090・4591・3531
◆子どもを抱きしめたくなるコンサート
（NPO法人オニバスの種）＝a１１月２４日

午後 ２ 時開演（ １ 時半開場）b成美教
育文化会館グリーンホールg大人1,000

円j発達障害の双子の娘を育てた秦さん
の癒しのコンサートとお話l草刈☎080
・6568・3757
◆にじメディア上映イベントvoｌ.22（に
じメディア制作委員会）＝a11月27日㈭
午後 ２ 時～29日㈯午後 ７ 時b成美教育文
化会館g無料j一人一人が主役の街をテ
ーマに障害のある方の映像等の表現披露
l齋藤☎042・458・0712
◆わーくるマルシェ（わーくるマルシェ
実行委員会）＝a11月24日 午前10時
～午後 ３ 時bWORKLE（前沢 4 − 9 − 6 小
寺ビル 1 階）g無料j市内の社会福祉法
人を中心に、焼菓子や手作り小物の販売
を予定していますl上田☎042・420・
9941

　第二次環境基本計画の満了に伴い、 ８ 年度からの環境施策、地球
温暖化対策を推進するための「東久留米市第三次環境基本計画（素
案）」を取りまとめました。
提出方法期間中に（必着）、「東久留米市第三次環境基本計画（素案）へ
の意見」と明記して、住所・氏名・年代（例＝2０代）・ご意見（書式自
由）を記入の上、〒２０３−８５５５、環境政策課宛て郵送、o（０４２・４７０
・７８０９）、m（kankyoseisaku@city.higashikurume.lg.jp）または
同課窓口で提出を
l環境政策課（市役所 ５ 階）☎０４２・４７０・７７５３

東久留米市第三次環境基本計画（素案）

　本計画は、市のまちの将来像とそれを実現するための施策の考え
方をまとめた市の最上位計画です。 ７ 年度で前期の基本計画が終了
することに伴い、 ８ 年度からの ５ 年間に向けて後期基本計画を策定
するため、学識経験者や市民を交えた後期基本計画推進委員会から
ご意見を賜りながら、検討を進め、素案を取りまとめました。
提出方法期間中に（必着）、「東久留米市第 ５ 次長期総合計画後期基本
計画（素案）への意見」と明記して、住所・氏名・年代（例＝2０代）・
ご意見（書式自由）を記入の上、〒２０３−８５５５、企画調整課宛て郵送、
o（０４２・４７０・７８０４）、m（kikakuchosei@city.higashikurume.lg.jp）
または同課窓口で提出を
l企画調整課（市役所 ４ 階）☎０４２・４７０・7702

東久留米市第 ５次長期総合計画後期基本計画（素案）

　母子保健計画（第 2 次）の計画期間（ 2 ～ 7 年度）の満了に伴い、 8 年度
からの母子保健施策を推進するため、「東久留米市母子保健計画（第 3 次）

（素案）」を取りまとめました。
提出方法期間中に（必着）、「東久留米市母子保健計画（第 ３ 次）（素案）への
意見」と明記して、住所・氏名・年代（例＝2０代）・ご意見（書式自由）を
記入の上、〒２０３−００３３、滝山 ４ − ３ −１４、わくわく健康プラザ内、健康
課宛て郵送、o（０４２・４７７・００３３）、m（kenko@city.higashikurume.
lg.jp）または同課窓口で提出を
l健康課（わくわく健康プラザ内）☎０４２・４７７・００２２

東久留米市母子保健計画（第 ３次）（素案）

パブリックコメント募集パブリックコメント募集
　下記の ３ つの市の計画について、素案を取りまとめた
ため、市民の皆さんのご意見を募集します。
■共通事項
募集期間１１月１７日㈪～１２月 ８ 日㈪
閲覧方法各募集期間中に、市政情報コーナー（市役所 １ 階）
・問い合わせ先部署、各図書館、市nでご覧いただけます（ただし、各
施設の閉庁日・休館日を除く）
i電話や来庁による口頭でのご意見は受け付けできません。お寄せいた
だいたご意見は、個人情報を除いた上で要約し、市nで公開します。ご
意見の返却や個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください

　東京都人権プラザでは、次の日程の夜
間に電話による人権（法律）相談を実施し
ます。弁護士が １ 人当たり１０分程度電話
で相談をお受けします。
a１２月 ８ 日㈪午後 ５ 時～ ８ 時相談内容人

権侵害や、日常生活の法律問題について
g無料相談先電話番号☎０３・６７２２・０１２７
l同プラザ相談室☎０３・６７２２・０１２４、☎
０３・６７２２・０１２５、 ま た は m（ippan_
sodan@tokyo-jinken.or.jp）

　ステージに咲く、ピアノと歌の彩り。
音楽を通して、人権を考えてみませんか。
a12月 7 日㈰午後 ２ 時～ ３ 時半（ １ 時半
開場）b市民プラザ・屋内ひろば（市役所
１ 階）c国内外で活躍するプロのソプラ
ノ、竹田悠一郎×矢沢雪絵が共演。「名探
偵コナン」や、世代を越えて親しまれる
人権の歌「手のひらを太陽に」などf先着

８０人（予約制）出演▼ピアノ＝竹田悠一郎
氏（東京藝大卒。国内外のコンクールで
受賞多数。演奏・教育・企画で音楽の未
来を拓く）▼歌＝矢沢雪絵氏（東邦音大首
席卒。オペラから地域ラジオまで、歌で
人と街をつなぐ“ママシンガー”）g無料
kl１１月１７日㈪午前 ９ 時から、電話で生
活文化課（☎０４２・４７０・７７３８）へ

　多摩地域１３市（府中市・小金井市・国分寺市・国立市・武
蔵野市・三鷹市・調布市・狛江市・小平市・東村山市・清瀬
市・東久留米市・西東京市）の代表の小学生が人権に関する
さまざまな体験を発表する「人権メッセージ発表会」です。
a１２月 ６ 日㈯午後 １ 時半～ ４ 時（ １ 時開場）b生涯学習センタ
ーホールf先着５００人g無料i駐車スペースが少ないため、
公共交通機関をご利用くださいj▼手話通訳、託児あり▼主
催＝多摩東人権啓発活動地域ネットワーク協議会（東久留米
市、多摩東人権擁護委員協議会、東京法務局府中支局）▼後
援＝都教育委員会、都人権擁護委員連合会、東久留米市社会
福祉協議会、東久留米市民生委員・児童委員協議会▼協賛＝
公益財団法人東京都人権啓発センターk当日会場でl多摩東
人権啓発活動地域ネットワーク協議会こどもたちからの人権
メッセージ発表会事務局☎０４２・３３５・４７５３（案内番号 ４ 番）

夜間人権ホットライン

人権週間 IN東久留米 ♪音楽は国境を越えるこどもたちからの人権メッセージ発表会

市 民 伝 言 板

第32回

応援キャラバンn

市n

7．11．15 9
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